
淡路花博２０１５花みどりフェア“御食国サミットin淡路島”に係る 

業務請負業者選定要項 

平成２６年８月２８日 

 

淡路花博２０１５花みどりフェア“御食国サミットin淡路島”に係る業務請負業者

の募集及び選定にあたっての業務提案競技を次のとおり実施します。  

 

１ 提案競技の概要  

（１）業務の概要  

別添「淡路花博２０１５花みどりフェア“御食国サミットin淡路島”に係る仕様

書」のとおり。  

（２）業務期間  

契約締結日から平成２７年５月３１日まで。 

（３）予算額  

業務料の上限は、２，４００，０００円（消費税込み）。  

 

２ 主催者及び事務局  

（１）主催者 食のブランド「淡路島」推進協議会  

（２）事務局 淡路県民局洲本農林水産振興事務所農政振興第１課  

〒650-0021 洲本市塩屋2-4-5 

電話（0799）26-2096 ＦＡＸ（0799）22-1443 

E-mail: b-awajishima@emobile.ne.jp 
 

３ 参加資格  

本案件に参加できる資格を有する者は、兵庫県財務規則（昭和39 年兵庫県規則第31

条）第81 条の3 に定める入札参加資格者名簿に登載されている者で、次に掲げる要件

のいずれにも該当するものとする。  

（１）地方自治法施行令（昭和22 年政令第 16 号）第167 条の４の規定に基づく兵庫

県の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限に該当しないこと。  

（２）兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。  

（３）会社更生法（平成14 年法律第154 号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社

更生法（昭和27年法律第172 号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。  

（４）提出した提案書が適正であること。  

 

４ スケジュール  

（１）質問事項の締切９月３日（水）必着（※）  

（２）質問事項への回答９月４日（木）  

（３）応募書類提出期限９月１０日（水）必着  

（４）審査９月１６日（火）  

（５）結果通知予定日９月１９日（金）  

（６）請負契約の締結予定日 上記通知後速やかに行う  

※応募に関する質問はメールで受け付け、質問への回答は事前登録されたメールア

ドレスに回答します。  



５ 応募方法  

（１）提案書類  

 提出書類  様  式  提出部数  

１ 提案競技参加申請書  様式１  １部  

２ 業務実績  様式２  ５部  

３ 業務提案書  任意様式（A4両面）※仕様書の各業務について  

具体的な実施提案や実施体制、スケジュール等  

を記載願います。  

５部  

４ 見積書  任意様式（A4）  １部  

 

（２）提案書類の提出  

ア 提出方法 事務局宛てに持参又は郵送（書留）とする。  

イ 提出期間 平成２６年９月５日（金）から同年９月１０日（水）  

（土・日曜日、祝日を除く。）  

午前９時から午後４時まで  

（午後１２時半から午後１時半までを除く。）  

 

６ 契約候補者の選定方法  

（１）審査会の設置  

契約候補者選定のため、本協議会会員からなる審査部会を設置します。  

（２）提案競技の方法  

書類審査により実施します。  

（３）審査項目  

提案書については概ね次の審査項目により評価・審査します。  

①創造性、②実効性、③確実性  

 

７ 契約方法  

契約候補者と提出された提案書を参考に協議を行い、協議が整った場合に主催者が

予算額の範囲内で契約を締結する。この協議の際、提出された提案書の内容等を一部

変更する場合がある。  

 

８ その他  

（１）提出書類の作成に要する費用は参加者の負担とし、提出書類は返却しません。  

（２）提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めません。  

（３）著作権は、それぞれの提案者に帰属することとします。  

（４）提案者は、本提案競技の実施に必要な場合、提出書類等を主催者が利用するこ

とを許諾することとします。（複製の作成を含む。）  

（５）契約候補者は、その後の業務の遂行に必要な場合、提出書類等を主催者が利用

することを許諾するものとします。（複製の作成を含む。）  

（６）業務契約については、提案書等の内容を審査し、総合的に最も優れた提案者を

契約候補者とし、所定の手続きを経て主催者と随意契約をします。  

（７）契約の際には選定委員の意見を参考に具体的な委託内容について調整・変更す

る場合があります。  


